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損害保険制度は，民間の保険会社単独で運用されるもの，公的関与がなされているもの，国際的な再保険取

引が必要なものなど，リスクの性質に応じて様々な形態･方式で運用されている．また，料率設定の方針も多様

である．事故･災害分野ごとの性質･実態や今後の社会･経済状況の変化に応じて，損害保険が国民生活の安定と

安全な社会の構築に資するために，保険制度について，財源確保，法制度･規制との連携も念頭に置きつつオプ

ションを整理し，保険制度･施策を適切に選択するための評価軸を構築することを試みた． 
 
キーワード：防災･事故予防，損害補償，公的関与，料率設定，保険制度評価 

 
 

1. はじめに 
 
複雑･多様化したリスクに取り巻かれて生活していく

中で，安全が確保された社会を創造していくためには，

将来にわたって被害者救済･補償システムが機能すると

ともに，世の中の防災機能が予防的に充実･整備されるこ

とが望まれる． 
損害保険は，損害発生時の金銭的損害を補償するとい

う面で国民生活の安定や不安感の軽減に寄与しているだ

けでなく，加入者･加入物件の危険度に応じた保険料割

引･割増制度等によって事故･損害抑止効果を与える予防

的な側面も有している．これら２つの社会技術的側面は，

リスクの性質に応じて様々な形態･方式で保険制度に取

り入れられ，社会的役割を果たしている． 
また，損害保険業界は，保険引受業務のほかに，災害

そのものの発生を未然に防止すること，万一災害が発生

した場合にその影響をできる限り小さな範囲に収めるこ

となどを目的とした防災支援，安全基準策定，情報提供

業務等の予防的活動を行い，社会公共的使命を発揮して

いる． 
このように，損害保険制度及び保険業界は社会の安全

性確保に向けて補償と予防の両面での貢献をしてきてい

るが，今後，損害保険が機能する範囲･領域をより広げて

いくためには，社会全体と連携した活動･制度の検討が重

要になってくると思われる． 
そこで，本論文では，様々なリスク分野について保険

制度がどのような内容で設計･運営されているのか，また

法制度等との連携がどのような形態･方式で図られてい

るのかについて，それらの制度･施策オプションを分析す

る．そして，近年の自然災害リスクの高まり，製品事故

等の人災の多様化･多発化，保険の自由化など，リスクを

取り巻く環境や社会情勢が変化している中で，現行保険

制度の評価や新たなリスクに対する保険制度の設計をど

のような視点で考えるべきかについて検討を行う． 
 
 
2. 保険の制度設計の基礎 

 
保険制度･施策の役割や在り方は，リスクの性質に規定

される．また，保険制度を設計するに際しては基本的考

慮事項として保険原理が存在する．個々のリスクを見る

前に，まず全般的なリスクの性質と保険制度の在り方（再

保険，公的関与）の関係及び保険原理について検討する．

これらは保険制度を設計する際の基礎となる． 
 

2.1. リスクの性質と再保険・公的関与 
世の中には様々なリスクが存在するが，それら全ての

リスクを保険でカバーすることは必ずしもできない．保

険化するために，対象とするリスクは以下のような要件

を満たす必要があるからである． 
・ 偶然に発生するが，一定の発生頻度を持つこと 
・ 金銭的価値に評価できること 
・ 被保険利益が存在すること 
・ 多数の保険需要者（契約者）が見込めること 
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・ 保険需要者（契約者）間でリスクを分散できること 
・ 公序良俗に反しないこと など 
これらの要件を満たし，保険化が求められるリスクに

ついて，その性質に応じた保険制度を構築する必要があ

る．リスクの持つ性質とは， 
・ 発生頻度･･･リスクが顕在化し，損害が発生する頻度 
・ 損害の大きさ･･･リスクが顕在化した場合の損害の

大きさ 
の２つの要素で構成される．一般に，発生頻度と損害の

大きさには相関関係があり，発生頻度の高いリスクは損

害が小さく，発生頻度の低いリスクは損害が大きいもの

が多い． 
ここでは，リスクの性質と保険上考慮すべき点につい

て以下に簡単に述べる． 
 
(1) 発生頻度 
世の中で頻繁に発生するリスクとしては，自動車事故

が代表的であり，労災事故や火災なども発生件数が多い

分野である．一方，比較的大きな損害にはめったに至ら

ないリスクとしては，地震，原子力事故などが挙げられ

る． 
自動車事故などの頻繁に発生するリスクは，損害が時

間的に分散して発生し，地域的にもありとあらゆる場所

で発生するといえる． 
一方，地震，原子力事故などの巨大リスクは，損害が

同時期に発生する性質があり，またリスクの潜在性に地

域差がある．地震でいえば，地盤状況や地震プレートと

の相対位置によって地域的にリスクが異なり，原子力事

故でいえば，原子力施設の近隣住民は損害を被る可能性

が高い． 
このように，リスクによって時間的･地域的な発生頻度

が異なるため，保険化を検討するにあたっては，それぞ

れの性質に応じた枠組みを構築する必要がある．同種･

同質の契約者を多数集めることができない原子力事故な

どは，大数の法則1が作用しないという問題がある． 
 
(2) 損害の大きさ 
自動車事故は，事故発生件数は多いものの，単独で発

生するケースがほとんどである．個々の事故の損害はあ

る程度予想される範囲内に収まり，保険化した場合，保

険会社としては一時期に多額の保険金支払が発生しない

ため，保険として扱いやすい． 
一方，地震，原子力事故は，個々の物件の損害が集積

して巨額の損害に膨れ上がる可能性がある．このような

                                                           
1 損害保険は，偶然の事故によって受けた経済的な損失を補うものであ

るが，一つ一つでは偶然に見える事柄の発生も，非常にたくさんの事例

を集めると，一つの安定した発生確率として捉えることができるという

「大数の法則」に拠っている． 

巨額損害を生じる可能性のあるリスクを民間保険会社が

単独で担保すると，保険会社の経営を不安定なものとし，

場合によっては保険会社が倒産することもある．従って，

保険会社間で再保険が設定される．それでも保険会社間

でのリスクの引受が困難である場合には，政府による経

済的な公的支援（再保険引受，基金積み立ての税制優遇

や一定の財政支援措置を含む）を受けることによって保

険化を可能としている． 
 
 これらのリスクの性質に即して言えば，発生頻度が低

く大数の法則が作用しない場合でかつ発生した損害の規

模が大きな場合には，ある程度までは保険市場での再保

険等で対応可能であるが，それでもまかなえない場合は

公的支援がない限り保険制度は機能しにくいということ

になる2．ただし，発生頻度が高く一回あたりの損害規模

が小さい場合でも，保険の包括性や支払いの確実性を確

保する観点から公的関与やその他の工夫がありうる． 
 
2.2. 基本的保険原理 
保険制度･内容を設計する際の基本的な保険原理とし

ては，以下の４つをあげることができる． 
 
(1) リスクに応じた保険料負担 
保険料はリスクに応じて算定されるべきもの，つまり

リスクの高い者は高い保険料を負担するもの（給付･反対

給付均等の原則）であり，そのために保険者は発生頻度，

損害の大きさを測定する必要がある．これは，負担分担

の公平性に合致するととともに，リスク保持者に予防的

行動を促す上でも適切である．他方，技術的にこれらの

大きさを算定するのが困難である場合，保険契約者間の

保険料負担の公平性を欠く保険となり得る．また，算定

するのに費用がかかりすぎる場合，公平性は改善された

としても，結果的に算定費用が保険料に移行されて保険

料が高くなり，経済的合理性を損なう場合もある． 
 

(2) 収支の安定性 
個々の保険契約においては，リスクの性質に応じた保

険料負担とすることが保険契約者間の公平性に適うが，

マクロな視点で見た場合，保険制度が財政的に安定して

運営されるためには，支払保険金総額と収入保険料総額

のバランスが保たれる必要がある（収支相等の原則）． 
民間保険会社の場合，事業性を考慮することが不可欠

であり，リスク測定の妥当性や保険料負担の公平性とと

もに，事業の採算性や保険取引のポートフォリオ･バラン

                                                           
2 近年のリスクの複雑化･巨大化に伴い再保険取引やその市場も変化し，

金融再保険や再保険機能に類似した各種の金融商品が活用されている

が，本論文では伝統的な再保険取引によるリスク分散について検討し，

金融再保険等については検討から外している． 
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スを考慮しなければならない．見方を変えると，必ずし

もリスクの性質の測定が十分でなくても，収支全体に大

きな影響を及ぼさないのであれば，保険取引が行われる

場合もある，とも捉えることができる． 
国が運営する保険制度においても，収支率が悪化して

国家財政を圧迫し，制度が破綻しないよう，マクロな視

点での施策検討が求められる． 
 
(3) 内部相互補助 
負担の公平性及び予防的行動促進の観点からは，保険

料はリスクに応じて算定されるべきものである．他方，

特に高リスク保持者が社会的弱者である場合，リスクに

応じた保険料負担は社会的には公平ではないことになる．

そのような場合は，リスクに応じた保険料負担という原

理を緩和し，低リスク保持者から高リスク保持者への内

部相互補助が制度化されることがある．ただし，誰から

誰への内部相互補助かを判断するためには保険契約者の

リスクの程度に関する詳細な情報が必要であり，その透

明性は低い． 
 
(4) 漏れのない迅速な対応 
被害者の救済という観点からは，保険が社会に広く普

及し保険制度による被害者補償が漏れのないものである

ことや,補償が迅速に行われることが重要になる．漏れの

ないものとするためには，強制加入等の公的関与が必要

になる．また，迅速な対応の確保のための制度には，後

述のノーフォルト（無過失責任）保険制度等がある． 

 

以上のうち，(1),(2),(3)の3つの原理は，リスクに応

じた料率設定の原理の適用をめぐり重要な指針を提示す

る．全体としては，リスクに応じた料率設定を行うべき

であるが，全体の収支に大きな影響をもたらさない場合，

あるいは内部相互補助が公正確保の上で必要な場合には

異なった制度選択が可能であることを示している． 

 
 
3. 補償機能の確保のための制度選択 
 
損害保険の最も大きな役割は，損害発生時の被害者補

償である．しかし，2.1.で述べたように，発生頻度が低く

一回あたりの損害の規模が大きな場合には，保険制度が

単独でこのような機能を果たすことは困難である．従っ

て，再保険制度への公的関与や，災害救助法等の応急的

措置との連携のあり方について検討することが重要であ

る．また，保険による補償の包括性の確保や迅速な支払

い確保のために公的関与等の工夫が求められる場合もあ

る．ここでは，補償確保のためにどのような制度選択が

行われているか，いくつかの分野についてその特徴を見

ていく． 
 
3.1. 巨大リスクへの対応 
地震や原子力事故などの巨大リスクは，2.に記載した

リスクの性質上，単独の保険者が引き受けることは困難

であり，保険の引き受けを行ったとしても保険料が高額

過ぎて保険需要者が購入できなかったり，担保内容が不

十分となるなどの問題が生じる． 
巨大災害に対する補償財源をいかに確保するか，とい

うことがポイントであり，政府による再保険引受，公営

保険組織の設立，強制加入制度，危険準備金に対する課

税控除など，様々な制度選択が見られる． 
 
(1) 地震リスク 
地震･噴火･津波による損害をカバーする日本の家計地

震保険は，政府が再保険を引き受けることを前提として

保険制度が運営されている．通常，再保険契約は民間の

保険会社間で結ばれるものであるが，地震保険において

は例外的に地震保険の再保険を専門に扱う「日本地震再

保険株式会社」が地震保険創設と共に1966年に国内損害

保険会社 20 社の出資により設立され，国内元受保険会

社が引き受けた全ての地震保険契約の再保険引受を行っ

ている． 
支払保険金は，損害の復旧に相当程度寄与するもので

なければならない一方で，居住用建物や家財を対象とす

る火災保険に原則自動付帯となっている契約者の保険料

負担と，政府及び民間保険会社の保険金負担がそれぞれ

過大にならないことを考慮し，また一災害による損害の

集積を避けるため，１契約物件ごとの支払限度額を設け

ている．また，１回の地震等により支払うべき保険金の

総額が保険金総支払限度額を超えた場合には，支払うべ

き保険金総額に対する保険金総支払限度額の割合により，

１契約物件ごとの支払保険金を削減することになってい

る． 
制度が創設されて以来，数回の大きな地震の経験から，

補償面に関する保険契約者のニーズへ対応するため，損

害の程度による支払区分の採用（全損，半損，一部損担

保）や支払限度額の引き上げなどの見直しを随時行って

いる．また，近年，大規模な地震発生が迫っているとい

われる中で，1 回当たりの地震災害によって支払われる

保険金総支払限度額も制度創設時から徐々に引き上げら

れている．最近では，2005年4 月1日より，1回の地震

等により支払われる保険金総支払限度額が 4 兆 5,000 億

円から5兆円に改定されている． 
 
(2) 異常自然災害 

1990 年代以降，世界的に台風･ハリケーンなどの異常

自然災害による損害が著しく，発生頻度，損害額ともに
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増大している．日本においても，1991 年の台風 19 号や

過去最多の上陸数となった 2004 年の台風などによって

大きな被害を受けている． 
このような状況の中，自然災害による建物や財産の損

害を担保する保険商品は拡大傾向にあり，また，保険期

間の長期化も顕著になっており，大規模自然災害によっ

て支払われる保険金に対応するための責任準備金制度に

ついて充実を図る必要がある． 
保険会社は，十年，数十年に一度といった巨大な災害

（異常危険）による経済的損害を安定的に補償する社会

的責務を果たすため，保険料の中から異常危険準備金を

積み立て，巨大災害発生時の保険金支払に充当している．

今後も大きな損害額が見込まれている中で，保険金支払

責任を果たすためには，準備金の早急な積み立てが望ま

れることから，日本損害保険協会は準備金の税制改正に

関する要望を提出し，巨大災害時の被害者補償の充実を

図っている． 
 
(3) 原子力災害 
原子炉の運転等により生じる原子力災害は，その特殊

性のために危険評価がしづらく，かつその損害も一度発

生すると巨額なものになる可能性があるため，１保険会

社あるいは１国の保険会社全体でさえこれらの原子力危

険をすべて引き受けることは不可能とされている． 
そこで，複数の保険会社で構成される各国の原子力プ

ールの間で相互に再保険取引を行い，リスクを分散する

ことによって，保険の運用を可能としている． 
また，「原子力損害の賠償に関する法律（1961年）」に

おいて，事業者の無限責任による賠償義務が定められて

おり，その賠償義務を履行する資力を確保するため，原

子力事業者は，その事業の種類と規模に応じて損害賠償

にあてるべき財政的措置を講ずることが義務付けられて

いる．実質的には保険がこの裏付けとして活用されてい

る．なお，賠償請求額が加害者の賠償能力を超えた場合，

国が必要な措置を講ずることになっている． 
 
(4) 諸外国における異常自然損害をカバーする保険 
日本は有数の地震国であり，地震を国民的リスクとし

てとらえて保険制度に公的な関与が見られるが，このよ

うに政府や自治体等が何らかの形で救済策を講じる例は

各国でも見られる． 
Table.1 は，諸外国における異常自然災害による財物損

害をカバーする主な保険制度の概要であり，フランス，

スペインなどは主として洪水を国民的リスクとしてとら

え，国が保険制度に関与している．いずれの制度につい

ても公的な関与が行われており，補償財源の確保の方式

は，国による再保険引受，公的資金投入，公的機関の設

立など様々である．付保方法については，強制加入制度

としているものもある．また，危険準備金に対する課税

方法は各国によって異なり，無課税とする場合や，ある

限度を超えた準備金に対して課税の対象とする場合など，

各国によって様々な対応がとられている． 
 
巨大リスクを保険で対応するためには，そのリスクの

性質に鑑み，官民が連携した制度の構築が求められ，特

に担保能力が不十分な制度創設初期においては公的関与

のあり方が重要な要素であるといえる． 

 
Table.1 諸外国における異常自然災害をカバーする主な保険制度の概要 

制度 担保内容 公的関与 付保方法 
地域別 
料率差 

フランス 
(Catastrophs 
Naturelles) 

異常自然災害 
（補償件数の約 6
割が洪水） 

・ 政府が再保険引受（支払上限無制限）
・ 自然災害認定 

財物保険契約に上乗せ（強
制） 

全国一律 
料率 

スペイン 
(Consorcio de 
Compensacion de 
Seguros) 

異常災害（自然災
害，テロ活動･暴動
等） 
（支払件数の約
56%が洪水） 

・ 支払能力を超える被害が生じた場合，
政府が保証 

・ 民間保険会社の準備金積立義務化 

傷害保険･財物保険契約者
は加入しなければならな
い（強制） 

全国一律 
料率 

米国洪水保険 洪水･高潮等の水
災害 

・ 政府が再保険引受 
・ 政府が建物の防災工事費用を一部補

助 

洪水危険地域に建設する
場合は強制加入（地域毎の
建築基準への適合が条件） 

地域別料率 

加 州 地 震 保 険
（ California 
Earthquake 
Authority:CEA） 

地震損壊（地震火
災は財物保険によ
って担保） 

・ 民間保険会社がCEAに資本拠出CEA制
度に参加することで，地震発生時の最
大損害を CEA 資本への拠出金及び事
後拠出金に限定される． 
（1 回の地震の支払限度額を超過した
場合，支払保険金は比例的に減額） 

財物保険の加入･更新の
際，地震保険の加入を選択
する． 
地震保険のみの加入は不
可． 

地域別料率 

台湾地震保険 地震災害（火災，
爆発，地滑り等．
津波は免責） 

・ 政府が再保険引受 
（1 回の地震の支払限度額を超過した
場合，支払保険金は比例的に減額） 

住宅向け火災保険契約の
全てに強制付保 

全国一律料
率(1999 年ま
では4等地区
分) 
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3.2. 漏れのない迅速な対応の必要なリスクへの対応 
国民のほとんどが日常生活の中で事故･災害の被害者

となり得る賠償責任に関するリスクは，全ての被害者へ

の漏れのない平等で迅速な救済を確保することが補償面

でのポイントとなる．従って，制度選択として，一定の

部分については個々の潜在的加害者が自発的に責任保険

に加入することに任せるのではなく，国家保障制度とし

て強制的に保険に加入する仕組みを導入する例が多く見

られる．また，被害者側のノーフォルト保険によってカ

バーするという制度的選択もある． 
  
(1) 労働災害 
日本の労働者災害保障保険（政府労災保険）は，労働

災害補償保険法（労災保険法）により，国の直営事業，

非現業の公務員といった適用にならない事業及び任意適

用事業を除き，原則としてすべての使用者（事業者）に

対して加入を義務づけられている．業務災害についての

補償はこの政府労災保険によって行われ，政府労災保険

により補償が行われた場合は，使用者は労働基準法上定

められた補償を行わなくてもよいことになっている．労

働基準法上の災害補償責任については，政府労災保険に

より，ほぼ全額がカバーされるが，法定外の補償及び民

法上の損害賠償責任部分については，民間保険会社が提

供する労災保険を付保することによってカバーが可能と

なっており，官民の補完が行われている． 
労働災害は国民の大多数が遭遇するリスクであるため，

社会的連帯の観点から国が関与して補償制度を運営する

国が多いが，主要国の中でアメリカは民間保険会社が主

体となって労働災害保険を提供している． 
 
(2) 自動車事故 
自動車事故は，国民の多くが事故の被害者になる可能

性があるという点で，労働災害と同様に漏れのない対応

の必要性が高い分野である．これが確保されない限り，

社会として一定の被害者をほぼ不可避的に産み出す自動

車という技術を社会に導入することは困難であるともい

える． 
日本の自動車保険には大別して，自動車損害賠償保障

法による強制保険（自賠責保険･自賠責共済）と，任意保

険（自動車保険･自動車共済）の２種類がある．交通事故

の被害者救済は，上記の自動車保険のほかに，ひき逃げ，

無保険車などの被害者に対して政府が補償金を支払う自

動車損害賠償保障事業がある．自賠責保険･自賠責共済と

政府による損害賠償保障事業をベースとし，これらの上

乗せ部分を民間の任意保険がカバーしている． 
自賠責保険制度は，制度内容，補償限度額，保険料が

適宜見直されており，制度内容の改定として， 
① 強制保険として保険を普及させること 

② 補償水準を確保すること 
③ 迅速な救済を行うこと 
などに向けて，改善が進められてきた．①については，

車検制度とのリンクや自家保障制度の廃止 ，②について

は，後遺障害の保険金を傷害保険とは別枠にして補償内

容を充実させたこと，③については，損害額確定前に支

払いを行う内払制度の実施や一括払制度導入などがあげ

られる． 
また，自賠責保険は，制度創設時，自動車事故による

被害者救済の確保及びリスクヘッジの観点から，自賠責

保険を扱っている保険会社相互による再保険プールと政

府が再保険の引受先となっており，政府が自賠責保険の

６割を再保険することとしていた．その後，保険会社の

経営基盤が強化され，政府再保険によるリスクヘッジ機

能の必要はなくなってきていることから，2002年4月１

日より政府再保険制度は廃止された． 
 
(3) ノーフォルト保険制度 
日本が自賠責保険を強制加入としているように，海外

の多くの国が強制保険制度として，加害者の賠償資力確

保による自動車事故被害者の保護を図っている．他方，

別の被害者保護の制度選択として，ノーフォルト（無過

失責任）保険制度がある．これには，保険の形態として

認めるという以上の公的関与はないが，補償の確実性を

確保するとともに支払いの迅速性を確保するための制度

である． 
ノーフォルト自動車保険は，自動車事故によって生じ

た人身事故について，加害者の有無，加害者の過失の有

無にかかわらず，一定の範囲の損害については，被害者

自身が契約した自動車保険から直接被害者に保険金が支

払われる制度であり，アメリカ（州による），カナダ，フ

ィンランド，スウェーデン，ノルウェーなどで採用され

ている． 
また，ニュージーランドでは，自動車事故に加え，労

働災害，医療事故等による傷害を包括的に補償する制度

が 公 的 機 関 で あ る ACC(Accident Compensation 
Corporation)によって運営されている．この制度では，被

害者が加害者の過失の有無に関わらず補償を受けること

ができるノーフォルト制度を採用している．一方，被害

者から加害者に対する民事上の賠償請求権は認められて

いない．保険料は，税金として徴収され，ACCではこれ

らの税金及び投資による運用益で制度を支えている．

ACCのように，包括的危険を担保する保険制度とするこ

とも制度選択の一つの方策であり，保険契約者にとって

は保険契約を単一化でき，保険者にとってはリスクの分

散が働き逆選択を防止することが期待される． 
被害者への補償が迅速に行われることは損害保険の社

会的機能として重要であるが，被害者･加害者間の責任関
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係が複雑である場合など，損害の査定･処理に時間が掛か

り，被害者はすぐに補償が得られないことがある．その

点，ノーフォルト制度は，加害者の有無，加害者の過失

の有無にかかわらず，一定範囲の損害について保険金が

支払われるため，補償の迅速性という点で優れている． 
 

 
4. 料率設定における制度選択－リスク予防と様々

な公正性の確保 
 
損害保険は，事故成績に応じた保険料割増･割引制度

（メリット制）や，リスク予防に優れた保険契約者に対

する保険料割引など，金銭的なインセンティブを課すこ

とによって事故低減を図っている．予防的取組を推進し，

危険度が改善されると保険料が軽減されるという保険料

率を設定すると，契約者の予防に対する意識を側面的に

増進させることができるため，損害保険自体が広く事故･

災害の予防，損害の防止または軽減の機能を有している

といえる． 
他方，リスクレベルの算出が困難な場合，事故予防や

損害の低減が保険全体の収支に大きな影響をもたらさな

い場合，あるいは内部相互補助が公正確保の上で必要な

場合には上記とは異なった料率設定を選択する合理性が

ある． 
以下では，どのような制度設計のオプションがあるの

か（4.1），また設計においてはどのような事項が考慮さ

れているのか（4.2）について検討していきたい． 
 
4.1. 予防的取組と割引制度 
一般的な保険においては，個々のリスクの予防的取組

の程度に応じて割引･割増が適用され，保険料が差別化さ

れるよう図られている．これによって，保険加入者側に

経済的インセンティブが働き，事故発生予防に保険が寄

与していると考えられる．  
 
(1) 自然災害予防 
自然災害は不可避的に発生するため，発生したときの

損害をいかに低減するか，という取り組みが有効である．

損害低減に向けて保険制度と連関した施策として，土地

利用規制のように財産権行使に対して規制を加えていく

ものと，自治体が主体となって公共施設，河川管理施設

などを整備して災害低減を図るものがある． 
Table.2 は，自然災害に関わる保険制度における予防的

取組を促進する仕組みである．アメリカの洪水保険では，

地域における予防措置と救済制度を一体化させた制度と

なっており，また，フランスの異常自然災害補償制度で

は，災害防止計画と連携した免責額のスライド制を導入

している． 

日本の地震保険では，地域別の料率に加えて，建物の

耐震性による料率格差を設けているが，耐震性を高める

ためには相応の費用を必要とするため，低所得者がリス

ク予防策を講じることができないことにより，所得差に

よる不公平性が増すことが想定される．その点，カリフ

ォルニア州の地震保険制度では，居宅の地震リスクを低

減するための改修を支援し，改修を実施すると保険料が

割引される制度を運用している．このような防災対策の

支援と保険料割引の連動は，保険加入促進と損害規模の

縮小を同時に図ることができるため，保険制度と法制度

の有効な連携であるといえる． 
 

Table.2 自然災害に関わる保険制度の予防的側面 
制度 損害低減を促す仕組み 

米国洪水保険 洪水状況を考慮した建築コードに従って建

築しなくてはならない．建築コードをクリ

アしている場合のみ保険金が支払われる．

フランス 

(Catastrophs 

Naturelles) 

自治体が自然災害防止計画 の作成を行っ

ていない場合，計画に対応するまでの間に

保険制度の適用がなされた場合，適用回数

が1～2回の場合は免責額は通常額に等しい

が，これが 3，4，5 回と増えるに従い免責

額も 2，3，4 倍に増加し，自己負担額が大

きくなる． 

加州地震保険

（ California 

Earthquake 

Authority:CEA）

CEAが運営するSAFERプログラム（”State 

Assistance for Earthquake Retrofitting 

program”）において，地震リスクが高いと

思われる地域の居住者が改修を行うことを

支援する．改修を終了した上で築年数等の

諸条件が合致すれば CEA 地震保険料の改修

割引が受けられる． 

 
(2) 自動車事故 
日本の任意自動車保険は，運転者の過去の事故成績に

よるメリット制が採用されており，前契約の有無，前契

約における等級と事故件数により適用等級が決められ，

保険料が決定する仕組みになっている．これによって，

事故予防に努める安全運転者は保険料負担を軽減するこ

とができる． 
また，1998年7 月1日にスタートした保険の自由化に

より，それまで自動車保険料率算定会（現在の損害保険

料率算出機構）が算出した料率の使用義務がなくなり，

各社が独自に保険料を決定することが可能となり，安全

装置や契約形態等によって保険料が割引されるリスク細

分型の新商品が販売されるようになった．運転者は，事

故を起こさないよう安全運転するとともに，事故の予防

に繋がる安全性能の高い自動車の購買によっても，保険

料負担を軽くすることができる． 
任意自動車保険で採用されているメリット制を自賠責

保険にも導入し，料率差による事故抑止効果をさらに期

待することが考えられるが，導入にはいくつかの障害が
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ある．一つは，自賠責保険が車両単位制を採用している

ことである．任意自動車保険の場合，車の所有者の移転

に関して，保険会社が承認しない限り保険契約は移転で

きないが，自賠責保険の場合，自動的に新たな所有者に

移転するシステムとなっている．自賠責保険は，車検時

の加入及び上記の契約移転のシステムにより無保険車を

なくす方策がとられているが，その結果，各車両の過去

の事故歴と当該車両の現所有者の事故歴が一致せず，メ

リット制の導入を困難にしている．もう一つは，メリッ

ト制を導入した場合のコスト面の障害である．自賠責に

メリット制を導入した場合，管理コストが現行よりも必

要となる．その結果，制度の運用コストが増加し，仮に

事故歴のない運転者であっても保険料負担が大きくなる

可能性がある．現行の自賠責保険にメリット制を導入す

ることによって事故抑止効果が期待されるが，そのため

には，現行の車検制度とのリンクの問題と，コスト増加

の問題を解決する必要がある． 
 
(3) 製品事故 
メーカーにとって，製品事故は偶然的な事故･災害とし

ての性格を有しており，十分な配慮･措置によって減らす

ことはできても，撲滅することは困難であり，予防･防止

のための費用は莫大なものである．この間隙を埋める役

割を PL 保険（生産物賠償責任保険）が担っているわけ

であるが，PL保険では，メーカーの製品事故低減に向け

た取組状況（製品安全推進体制，安全基準の適用，品質

管理体制，クレーム対応体制など）に応じて保険料が割

り引かれるケースがある． 
偶然性の強い部分は保険で，日常･経常性のある部分は

予防活動で，というように，保険と予防が組み合わされ

てメーカーにおける製品安全対策が進められることが望

まれる． 
 

4.2. 料率格差の設定における考慮事項 
事故抑止に向けた料率算出の仕組み，メリット制の採

用は，社会全体の安全性を増進させるための有効な制度

選択であるが，保険料率格差の設定にあたっては，事故

抑止の実施可能性とともに，保険料水準と契約者所得と

の関係等，公正性判断に関わる要因を考慮する必要があ

る． 
 
(1) 労働災害に見るメリット料率の設定 
労災保険制度において労働災害の発生を抑止するため

には，使用者が災害発生抑止に向けた活動を実施するイ

ンセンティブを与えることが有効であり，そのために，

過去の事故実績を保険料に反映させるメリット制が各国

で採用されている． 
メリット制は，被害者救済機能を発揮しながら使用者

の事故抑止のインセンティブを高めるという機能があり，

被害者救済と事故抑止を両立させることができるが，ど

の程度の割増･割引率を設けるかについては，労災保険制

度が公共性の強い制度であるゆえ十分に検討する必要が

ある． 
日本において，保険料率はまず事業内容の労働災害の

リスク及び事業規模を勘案して決定されている．給付･

反対給付均等の原則によりリスクに応じた保険料を設定

すべきであるが，実態はそのような保険料が設定されて

おらず，実質的には大企業から中小企業へ，第三次産業

から第一次･二次産業への内部相互補助が行われている． 
事業内容･規模による保険料設定をベースとし，メリッ

ト制によって損害率の低い使用者の保険料負担が軽くな

るようになっているが，それを加味してもリスクに見合

わない保険料を負担しなければならない事業者が発生す

る．特にサービス業において保険料が労災リスクに見合

っておらず，これにより自発的な未加入事業者の増大を

引き起こしている． 
ただし，リスクの分類を厳格に推し進めて保険料に反

映させた場合，リスクが高い事業では保険料負担が過度

に大きくなり，保険に加入できなくなって制度から脱落

する可能性がある．業種間及び事業規模間の内部相互補

助はこのような無保険者の増加を防止する意味で重要で

ある． 
給付･反対給付均等の原理を推し進めることは，政府労

災保険の効率性を高めることになるかもしれないが，各

業種が保有するリスクと企業の所得の相関が強くない中

で，リスクの大きさだけを反映した保険料設定を行うこ

とは，制度上望ましくない．したがって，労働災害とい

う社会性が高い分野において，事故抑止に向けたメリッ

ト制の採用は有効であるが，どの程度の保険料率格差を

与えるかは，慎重に決めなければならない． 
 
(2) 地域別の料率格差 
日本の地震保険制度は地震リスクに応じて国土を4段

階の等地に区分して料率差を設けているが，Table.１の

「地域別料率」に示すとおり，地震や洪水などの異常自

然災害に関して，地域に関係なく一律に保険料を賦課す

る制度を運用している国もある．  
自然災害は発生する地域に損害が限定されるため，地

震や洪水による損害が発生しやすい地域の住民が保険金

を受け取る機会が多くなる．したがって，給付･反対給付

均等の原則に則り，リスクに応じて地域別に料率格差を

設けるという考え方もある．ただし，リスクに応じた料

率格差を設けた場合に生じる問題点としては，リスクが

高い地域では高額の保険料を負担することが困難で無保

険者が多く発生し，保険料収入が全体的に減少して制度

に悪影響を及ぼすおそれがある，ということである．も
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ちろん，地域別に料率格差を設ける場合には，料率格差

が国民にとって妥当性の高いものでなければならず，適

切な方法でリスクを評価しなければならない． 
一方で，地域別の料率格差に制限を加えた（平準化し

た）場合，保険契約者間の内部相互補助が増進し，以下

のような問題が生じる． 
・ 保険料負担の公平性が失われる． 
・ リスクの高い地域の加入者が増加し，低い地域の加

入者が減少する，いわゆる逆選択が進む． 
・ 保険料率がリスクに対応していないため，予防的活

動へのインセンティブが失われる． 
地域によるリスクの大小に関わらず全体的に保険が普

及すれば，保険制度全体の効率性が高まり，社会全体で

見た場合に保険料の負担が軽くなるという便益が得られ

るかもしれない．しかし，地域別の料率格差が開き過ぎ

ないように制限を加えても，加入率が高まらなければ内

部相互補助をより強めることにしかならない．したがっ

て，地域別の料率格差の制限について検討するうえでは，

加入率を全体的に底上げするような施策を併せて検討す

る必要がある．  
 

 
5. 保険業界の予防的取組 
 
保険は社会において保険の提供以外にも役割を担って

いる．保険業務実施の経験によって蓄積された知識･制度

的基盤を基礎に，一層の社会的機能を果たすことができ

る．ここでは，そのような役割として，損害保険業界に

よる各種防災活動や安全基準策定に焦点を当てる．業界

がこのような活動を行うのは，災害を減少させることに

よって，それ自体が社会福祉の増進につながるとともに，

災害の減少が損害保険の損害率の低下をもたらし，損害

保険会社の経営を安定させるからである．保険業界がこ

のような活動を行える分野は，各国における保険業の役

割の歴史的展開の特質に応じて異なっている． 
 防災を促進する取り組みは，様々な立場，形でなされ

ているが，特に自動車事故，自然災害，火災に関する取

り組みが数多く見られる． 
自動車保険や火災（住宅）保険は，契約者数が多く，

保険会社はこれらの分野について大量の事故データや損

害調査を通じた防災ノウハウを蓄積しており，組織的な

防災情報インフラを備えているといえる．また，保険会

社としては，これらの分野の損害率増減が業績や経営の

安定性に大きな影響を与えるため，予防活動を実施する

インセンティブが他の分野よりも働きやすいと見ること

もできる． 
 
 

5.1. 安全基準・規格の策定 
保険業界が防災活動をリードしてきたような国では，

保険業界が制定している安全防災の規格･基準が損害保

険会社の引受基準や保険料割引の要件としても活用され

ているだけでなく，その国の安全基準として扱われてい

る（Table.3 参照）．  
 
Table.3 保険業界主導の安全に関わる主な基準･規格 

 基準･規格 対象 

UL規格 

（Underwriters Laboratories） 

製品･部品･材料･シ

ステムの安全規格 

FM基準 

（Factory Mutual） 

建造物の安全･防災

基準 

米国 

NFPA基準 

（National Fire Protection 

Association） 

ビルディグ･コード

や連邦職業安全衛

生規則で準拠すべ

き基準 

ドイツ Vds基準 

（Verband der Schversicherer 

e.V.） 

自動消火設備や建

築防災の基準 

英国 LPC基準 

(Loss Prevention Council) 

建築防災や消火設

備等の設計基準 

 
5.2. 損害予防・低減活動 
(1) 火災 
戦後各地で大火が頻発していた頃，日本の損害保険会

社は技術部門を設置し，漏電検査等の防災業務を実施す

るなどの防災活動を積極的に努めていた． 
現在は，企業の大型施設･工場などを対象に保険料算定

のための調査とともに防災の観点でアドバイスを行って

いる．また，社会一般に対しては，以下のような防災啓

蒙活動等を行っている． 
a. マスメディア･学校教育を通じての広報活動 
b. 損害保険知識普及キャンペーンの実施 
c. 一般消費者の損害保険に対する意識，利用状況，ニー

ズ等の調査 
d. 防災図書の作成 
e. 消防関係団体への援助･協力（消防自動車等の寄贈） 
 
(2) 自動車 
自動車関連では，事故による自動車の損傷の修理費用

の低減化を図るため，保険業界は自動車技術及び修理，

衝突試験リサーチ，盗難防止技術等の研究等を行ってい

る機関を設立している．日本では全損害保険会社出資の

元，1973年に㈱自研センターが設立されており，他国に

おいては，ドイツのAllianz Center for Technology，スウェ

ーデンのFolksam，イギリスのThatchamなどが同様の研

究機関として活動している． 
また，損害保険各社では，交通事故防止や安全防災を

目的として，個別企業を対象に安全運転講習などのコン

サルティングサービスや情報提供を行い，事故･損害低減
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に努めている． 
 
5.3. 情報提供 
損害保険業界は，主に業界団体や保険会社の関連会社

等がそれぞれの専門分野の情報収集･調査･研究を実施し，

その成果を損害保険会社や社会一般に提供している．ま

た，損害保険各社も交通安全，防災，保険の知識等の損

害保険に関連する幅広い情報を発信している． 
提供されている情報としては， 
・ 事故･災害の統計データ 
・ 大事故，異常自然災害に関する詳細情報 
・ 防災･安全に関わる専門的な研究･調査成果 
・ 日常生活の様々なリスクとその対策に関する情報 
・ 自動車，住宅等の安全性に関わる情報 
などが挙げられる． 
 
 
6. 保険制度設計オプション・評価の視点の検討 
これまで，損害保険の補償的･予防的側面について，補

償機能の確保，料率設定に焦点を合わせて検討するとと

もに，保険提供以外に関連する保険業界の予防的取組に

ついて検討してきた．リスクの分野によって様々な保険

制度･施策のオプション（メリット制，料率設定のあり方，

公的関与の方式など）が存在し，採用される制度･施策オ

プションは，リスクの性質や各国事情によって多様であ

る． 
社会の安全確保に向けて保険（業界）が補償的･予防

的機能をより発揮するために，適時適切な制度･施策の

選択が期待される．ここでは，保険の補償的･予防的側

面のオプションをより詳細に整理し，それらを評価する

際の考慮事項を抽出してみる． 
 
6.1. 保険オプションと評価の視点の整理 
(1) 補償的機能の確保 
① 補償財源確保 
制度全体の補償財源確保という点で，民間保険マーケ

ットのみでは担保しきれないリスクについて，公的関与

がなされるケースが見られ，そのオプションとして， 
・ 再保険プールの設立 
・ 政府による再保険引受 
・ 政府の直接的運営（公的保険組織の設立） 
などが挙げられる． 
個々の保険会社の支払余力確保という点では， 

・ 危険準備金の積立義務 
・ 危険準備金への課税控除 
などのオプションが挙げられる． 
 これらのオプションの選択に際しては，リスクの規模

（一回あたりの損害規模）が重要な要因であるように思

われる． 
② 強制加入制度 
 保険契約のオプションとしては， 
・ 任意加入 
・ 強制加入 
の2通りがある． 
強制保険制度のメリットとしては，普及率の向上によ

る保険者の担保力強化や逆選択の防止，デメリットとし

ては，国民の保険料負担が本人の加入意思に関係なく増

大することである． 
強制保険は，国民全体（あるいは，ある危険集団）が

ある特定のリスクを引き受ける，ということであり，導

入にあたっては，国民のコンセンサスが重要である． 
③ 補償水準 
被害者への補償水準として， 

・ 原状回復 
・ 一定限度額までの損害補償 
・ 生活保障 
などが挙げられる． 
これらは，事故･災害の性格・規模･発生形態などに応

じて選択される． 
また，保険料水準の選択とも関連する．被害者保護の

観点から補償水準は高いことが望まれるが，その実現に

は相応の保険料を徴収する必要がある． 
また，被害者救済を完全な形で行うと加害者が事故･

災害を抑止しようとするインセンティブが失われる場合

があるということも考慮する必要がある．そのような弊

害を除去するためには，補償の限度額の設定とともに，

免責額の設定というオプションもある． 
④ 迅速性の確保 
被害者への迅速な補償のオプションとして， 

・ ノーフォルト制度 
・ 支払基準の法定化 
が挙げられる． 
ノーフォルト制度は，加害者の有無，加害者の過失の

有無にかかわらず，一定範囲の損害について支払われる

ため，迅速性に優れている． 
支払基準の法定化については，自賠責保険で採用され

ており，損害の査定･処理が公平に行われるとともに，迅

速性を兼ねている． 
 
(2) 料率設定 
① メリット制の可否 
予防･低減が可能なリスクについては，全般的に事故･

災害抑止のために，メリット制の採用は社会安全確保に

向けて有効であるといえる．ただし，保険加入者のリス

クレベルを測定できるかという技術的問題もメリット制

を導入できるか否かを規定する重要な要因になる（リス
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ク測定が技術的に困難であるゆえにリスクに基づかない

料率設定をする場合は，その結果収支の安定性を害さな

いという確認が必要である）． 
② 料率格差の設定 
どの程度保険料に格差を設けるかについては，全ての

保険契約者が同じ水準の予防活動を実施できるわけでは

ないため，公正性の観点からは，経済面等からの予防活

動の実施可能性を鑑みて検討する必要がある． 
加入者･加入物件等が持つ危険度に応じた保険料算定

は，加入者の危険に対する認識の醸成及び事故予防･防災

対策を促す効果があり，そのような目的を重視する必要

がある場合は，メリット制同様，有効な手段である． 
従って，リスク低減に資する安全･防災装置の有無や，

リスクの管理状況など，加入者･加入物件等が持つ危険度

に大きく影響する項目は，保険料割引項目として積極的

に採用されている． 
他方，加入者･加入物件の属性（地域，業種，年齢，性

別など）ごとに損害率を調べると属性間の危険度に違い

が見られる場合もある．給付･反対給付均等の原則に基づ

き，属性間の料率格差を設けるか，内部相互補助を容認

して一律料率とするかは，公正性をどのように確保する

かという政策，保険会社の経営戦略など様々な要因に基

づき判断されていると思われる． 
③ 保険制度の運用コスト 
メリット制の活用やリスクの大きさに応じた料率格

差の設定などによって，保険料の負担分担は公平性に適

い，また，保険契約者の予防活動の促進が期待されると

いう利点がある． 
一方で，複雑な料率体系の管理や高度なリスクの測定

による保険制度の運用コストの増加分は結果的に保険

料に移行し，保険料負担の増大につながる場合があるこ

とにも留意が必要である． 
④ 災害予防に資する公的措置との連携 
 保険制度（料率設定や保険設定の有無）と連携した政

府の公的措置のオプションとして 
・ 予防計画の策定（例：自治体が主体となった公共施

設，河川管理施設の整備） 
・ 災害予防の実施 
・ 予防活動の財政的支援（例：建物の改修支援） 
などが挙げられる．これらの施策を保険制度と連携させ

ることで，保険加入推進と防災の観点からは，これらを

同時に図ることが期待できる．他方，政府の組織能力や

財政能力が規定要因となる． 
 
6.2. 保険業界の組織的役割のオプションと評価の視点 
保険業界は，保険業務実施の経験によって蓄積された

知識・制度的基盤を基礎に，一層の社会的役割を果たす

ことができる．そのような役割として，各種防災活動へ

の関与，安全基準策定と実施といったオプションがある．

どのようなオプションを業界が行うのかは，各国におけ

る保険業の役割の歴史的展開の特質による．欧米におい

ては安全基準の設定やモニタリングについて保険業界が

大きな役割を果たしてきたが，日本においてはそのよう

な役割は限られてきた3． 
 
 

7. まとめ 
 
個人を対象とした保険は，被災後に個人が経済的に安

定した生活をおくるための補償的役割を果たし，また，

社会の防災機能を高め，事故予防の促進が図られるため

の予防的機能を果たしているといえる．しかし，昨今，

個人が対応しきれない様々なリスクが現れ国民生活の不

安定さは増大している．そうした中で，保険がこれらの

機能をより発揮し，将来にわたってより一層社会的役割

を果たすことが望まれる． 
現行の各保険制度において，補償的･予防的機能を高め

るための様々な施策が講じられているが，これらの制度･

施策のオプションを横断的に比較することにより，制

度・施策オプションを整理するとともに，保険制度設計･

評価の視点を一定程度整理することができた．これらの

設計･評価の視点のより包括的な整理は今後の研究課題

としたい． 
今後，リスクの多様化･巨大化，少子高齢化，民営化の

推進など，保険を取り巻く環境は大きく変化していく．

社会の変化に応じて保険制度が適宜見直され運営される

ためにも，評価軸の包括的整理は有用性を増すと考えら

れる． 
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Indemnity insurance systems take various forms, and are applied with various methods, depending on the nature of 
the risks concerned and policy decision . Such systems have various policy on premium, and include those; 1) 
operated independently by private insurance companies, 2) involved and administered by the public sector, 3) 
requiring international reinsurance, and so on. 

In order for indemnity insurance to contribute to lifestyle stability and the establishment of a safe society, it is 
necessary to develop options relating to insurance systems, with view to secure finance, coordination with legal 
systems and regulations, and to develop evaluation criteria for choosing the appropriate insurance system and 
premium policies. In addition, insurance industry can play supplementary roles for safety standard setting, preventive 
measures and information provision relating to safety. 

 
Key Words: Loss prevention, Compensation, Role of government, Premium Policy, Evaluation for 

Insurance systems 
 


